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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】

 

回次
第80期

第２四半期
連結累計期間

第81期
第２四半期
連結累計期間

第80期

会計期間
自 平成26年４月１日
至 平成26年９月30日

自 平成27年４月１日
至 平成27年９月30日

自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日

売上高 (百万円) 100,610 112,114 220,130

経常利益 (百万円) 3,973 5,069 10,347

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(百万円) 2,618 3,229 6,422

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 3,957 2,172 11,912

純資産額 (百万円) 96,530 104,775 103,544

総資産額 (百万円) 184,266 201,062 207,387

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 23.77 29.32 58.30

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 52.2 51.9 49.8

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 2,118 9,767 7,463

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △4,006 △2,815 △6,487

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △1,697 △909 △3,296

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) 21,251 28,875 22,808
 

 

回次
第80期

第２四半期
連結会計期間

第81期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成26年７月１日
至 平成26年９月30日

自 平成27年７月１日
至 平成27年９月30日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 14.86 12.62
 

　
(注) １  当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２  売上高には、消費税等は含まれておりません。

３ 潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。

４　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日）等を適用し、第１四半期連結累

計期間より、「四半期（当期）純利益」を「親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益」としておりま

す。

 

２ 【事業の内容】

当第２四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営んでいる事業の内容について、

重要な変更はありません。

 また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、

投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生及び前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等の

リスク」についての重要な変更はありません。

 なお、重要事象等は存在しておりません。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定及び締結等は行われておりません。

 

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。

(1) 業績の状況

当第２四半期連結累計期間の国内経済は、政府・日銀の財政政策や金融緩和、企業業績の一層の向上への期待な

どを背景に、個人所得・雇用環境が改善されるとともに、設備投資の動きが活発化するなど、明るさが見られまし

た。しかし一方では、中国経済の減速をはじめとする海外景気の下振れリスクの影響が懸念されるなど、依然とし

て不透明な状況は払拭されずに推移いたしました。

このような状況のもと、当社グループは、特徴ある製品づくりやトータル・ソリューション提案による新しい市

場創出、各事業分野でのシェア拡大と新規顧客開拓に努めるとともに、生産性向上やコストダウンを推進してまい

りました。

 
セグメントごとの業績は次のとおりであります。

 

セグメントの名称

売上高(百万円) セグメント利益又は損失(△)(百万円)

前第２四半期
連結累計期間

当第２四半期
連結累計期間

増減
前第２四半期
連結累計期間

当第２四半期
連結累計期間

増減

オフィス環境事業 51,327 54,999 3,671 1,882 2,891 1,009

商環境事業 42,942 49,894 6,951 1,581 1,962 380

その他 6,340 7,221 881 △109 △278 △169

合計 100,610 112,114 11,504 3,353 4,574 1,221
 

　
(注) セグメント利益又は損失(△)の合計は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

 

オフィス環境事業

オフィス環境事業につきましては、都心を中心に大規模オフィスビルの供給が増加し、業績が好調な企業を中心

としたオフィスの移転需要及びリニューアル需要が増加してまいりました。このような状況のもと、オフィスワー

カーの多様な働き方に応えるオフィス環境づくりを積極的に提案するとともに、その提案を実現する新製品投入や

医療施設、研究施設、学校、図書館や地方自治体等のオフィス周辺市場への積極的営業活動に努めたことにより、

前年同四半期連結累計期間に比べ、売上高、利益とも増加いたしました。

　この結果、当セグメントの売上高は、54,999百万円(前年同四半期比7.2％増)、セグメント利益は、2,891百万円

（前年同四半期比53.6％増）となりました。
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商環境事業

商環境事業につきましては、新規出店、改装を積極的に展開する小売業界に対し、総合力を活かしたワンストッ

プ・トータル提案を強化するとともに、冷凍・冷蔵ショーケースのシェアアップやコスト低減に注力してまいりま

した。特に、顧客の競争力向上に向けた改装需要の高まりに対し、既存店での高シェアと国内生産による短納期対

応を活かし、順調に売上を確保したことにより、前年同四半期連結累計期間に比べ、売上高、利益とも増加いたし

ました。

　この結果、当セグメントの売上高は、49,894百万円(前年同四半期比16.2％増)、セグメント利益は、1,962百万

円（前年同四半期比24.1％増）となりました。

 

その他（物流機器事業他）

物流機器事業につきましては、食品、医療、通販会社の物流センターなどの有力分野や小物搬送に注力してまい

りました。また、提案力と優位性のある製品の強みを最大限に活かすとともに、他事業とのシナジーを活かした

トータル受注の拡大に努めましたが、前年同四半期連結累計期間に比べ、損失は増加いたしました。

　この結果、当セグメントの売上高は、7,221百万円(前年同四半期比13.9％増)、セグメント損失は、278百万円

（前年同四半期は109百万円のセグメント損失）となりました。

 

これらの結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高112,114百万円（前年同四半期比11.4％増）、営業

利益4,574百万円（前年同四半期比36.4％増）、経常利益5,069百万円（前年同四半期比27.6％増）、親会社株主に

帰属する四半期純利益3,229百万円（前年同四半期比23.3％増）となりました。

 

(2) 財政状態の分析

当第２四半期連結会計期間末の財政状態は、次のとおりであります。

総資産については、前連結会計年度末から6,325百万円減少し、201,062百万円となりました。流動資産は、現金

及び預金の増加、売上債権の減少を主な要因として5,010百万円減少し、固定資産は、投資有価証券の減少を主な

要因として1,314百万円減少いたしました。

　負債については、仕入債務の減少を主な要因として、前連結会計年度末から7,556百万円減少し、96,286百万円

となりました。

　純資産については、利益剰余金の増加を主な要因として、前連結会計年度末から1,231百万円増加し、104,775百

万円となり、自己資本比率は2.1ポイント上昇して51.9％となりました。

 

(3) キャッシュ・フローの状況の分析

当第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益5,071百万円、減価償却費1,942百万円及び売

上債権の減少額11,255百万円等による増加と、賞与引当金の減少額968百万円、仕入債務の減少額4,059百万円及び

法人税等の支払額2,202百万円等による減少の結果、9,767百万円の資金増加（前年同四半期は2,118百万円の増

加）となりました。

　投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得1,691百万円及び無形固定資産の取得662百万円等に

よる減少の結果、2,815百万円の支出（前年同四半期は4,006百万円の支出）となりました。

　財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加額453百万円による増加と、親会社による配当金の支

払額937百万円等による減少の結果、909百万円の支出（前年同四半期は1,697百万円の支出）となりました。

　これらの結果、当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末から6,067百万

円増加（前年同四半期は3,658百万円の減少）し、28,875百万円となりました。
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(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新た

に生じた課題はありません。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社

法施行規則第118条第３号に掲げる事項)は次のとおりであります。

 

(当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)の導入)

a. 基本方針の内容の概要

 当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の財務及び事業の内容や企業価値の源泉を十

分に理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上していくことを可能とす

る者である必要があると考えております。

　当社は、当社の支配権の移転を伴う買収提案についての判断は、最終的には当社の株主全体の意思に基づき行

われるべきものと考えております。また、当社は、当社株式の大量買付であっても、当社の企業価値ひいては株

主共同の利益に資するものであれば、これを否定するものではありません。

 しかしながら、株式の大量買付の中には、その目的等から見て企業価値・株主共同の利益に対する明白な侵害

をもたらすもの等、対象会社の企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくありません。そして、当社株

式の大量買付を行う者が、当社の財務及び事業の内容を理解するのは勿論のこと、当社の企業価値の源泉を理解

した上で、これらを中長期的に確保し、向上させることができない場合などには、当社の企業価値ひいては株主

共同の利益は毀損されることになります。

 当社は、このような当社の企業価値・株主共同の利益に資さない大量買付を行う者は、当社の財務及び事業の

方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大量買付に対しては、必要かつ相当な対抗措

置を採ることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えます。

 

b．基本方針実現のための取組みの具体的な内容の概要

イ 基本方針の実現に資する特別な取組みの具体的な内容の概要

 当社は、従前より「よい品は結局おトクです」をモットーに、お客様が豊かさを実感できる質の高い製品を

「開発」・「製造」・「販売」すること、及びお客様の様々なニーズに合わせた空間をトータルで提供すること

により、競合他社との差別化を実現するとともに、今後も競争力の向上、国内事業基盤の強化、グローバル化に

よる市場拡大を通じて、中長期の成長を目指して、企業価値・株主共同の利益を確保し、向上するよう努めてお

ります。

 また、当社は、株主の皆様に対する経営陣の責任の所在を明確化するため、取締役の任期を１年としておりま

す。また、社外取締役を３名選任しております。さらに、監査役４名のうち、２名は社外監査役です。これら社

外取締役と社外監査役が取締役会等に出席し、取締役の業務執行を十分に監視できる体制となっておりコーポ

レート・ガバナンス体制の強化に努めております。

ロ 基本方針に照らして不適切な者が支配を獲得することを防止するための取組みの具体的な内容の概要

 当社は、平成27年５月８日開催の当社取締役会決議及び同年６月26日開催の当社株主総会決議において、上記

基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取

組み（会社法施行規則第118条第3号ロ）として導入された、当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛

策）を更新しております(以下、かかる更新後の当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）を「本

プラン」といいます。)。

 本プランは、当社株券等の20％以上を買収しようとする者が現れた際に、買収者に事前の情報提供を求める

等、本プランの目的を実現するために必要な手続を定めております。

 買収者は、本プランに係る手続に従い、当社取締役会又は当社株主総会において本プランを発動しない旨が決

定された場合に、当該決定時以降に限り当社株券等の大量買付を行うことができるものとされています。
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 買収者が本プランに定められた手続に従わない場合や当社株券等の大量買付が当社の企業価値ひいては株主共

同の利益を毀損するおそれがある場合等で、本プラン所定の発動要件を満たす場合には、当社は、買収者等によ

る権利行使は原則として認められないとの行使条件及び当社が買収者等以外の者から当社株式と引換えに新株予

約権を取得できる旨の取得条項が付された新株予約権に係る新株予約権無償割当て等を実施します。本プランに

従って新株予約権の無償割当てがなされ、その行使又は当社による取得に伴って買収者以外の株主の皆様に当社

株式が交付された場合には、買収者の有する当社の議決権割合は、最大約50％まで希釈化される可能性がありま

す。また、このほか、本プラン所定の要件を満たし、かつ、相当性を有する場合には、当社は法令及び当社定款

の下でとりうる合理的な手段を講じることがあります。

 当社は、本プランに従った新株予約権の無償割当て等の実施、不実施又は取得等の判断については、取締役の

恣意的判断を排するため、独立委員会を設置し、独立委員会規則に従い、当社経営陣から独立した当社社外取締

役等のみから構成される独立委員会の判断を経るものとしております。また、当社取締役会は、これに加えて、

本プラン所定の場合には、株主総会を招集し、株主の皆様の意思を確認することがあります。こうした手続の過

程については、適宜株主の皆様に対して情報開示がなされ、その透明性を確保することとしております。

 

c．具体的取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由

 コーポレート・ガバナンスの強化等の各施策は、当社の企業価値・株主共同の利益を継続的かつ持続的に向上

させるための具体的方策として策定されたものであり、まさに当社の基本方針に沿うものです。

 また、本プランは、上記b.ロに記載のとおり、当社の企業価値・株主共同の利益を確保・向上させる目的を

もって導入されたものであり、基本方針に沿うものです。特に、本プランは、①株主総会において株主の承認を

得た上導入されたものであること、②一定の場合には本プランの発動の是非について株主の皆様の意思を確認す

る仕組みが設けられていること、③本プランの発動に関する合理的な客観的要件が設定されていること、④独立

性を有する社外取締役等によって構成される独立委員会が設置されており、本プランの発動に際しては必ず独立

委員会の勧告を経ることが必要とされていること、⑤独立委員会は当社の費用で専門家等の助言を受けることが

できるとされていること、⑥本プランの有効期間が３年間と定められた上、株主総会又は取締役会により廃止で

きるとされていること、⑦当社取締役の任期は１年とされていることなどにより、その公正性・客観性が担保さ

れており、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保することを目的としております。

 

(5) 研究開発活動

当第２四半期連結累計期間の研究開発費の総額は、466百万円であります。

なお、当第２四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 400,000,000

計 400,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成27年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成27年11月13日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品

取引業協会名
内容

普通株式 112,391,530 112,391,530
東京証券取引所
市場第一部

単元株式数は100株であ
ります。

計 112,391,530 112,391,530 ― ―
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

平成27年９月30日 ― 112,391,530 ― 18,670 ― 16,759
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(6) 【大株主の状況】

平成27年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

日本トラスティ・サービス信託銀行株式
会社（信託口）

東京都中央区晴海一丁目８番11号 8,415 7.49

オカムラグループ従業員持株会 横浜市西区北幸二丁目７番18号 6,476 5.76

三菱商事株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目３番１号 6,300 5.61

明治安田生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内二丁目１番１号 5,437 4.84

新日鐵住金株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 5,313 4.73

三井住友海上火災保険株式会社 東京都千代田区神田駿河台三丁目９番地 5,295 4.71

日本マスタートラスト信託銀行株式会社
（信託口）

東京都港区浜松町二丁目11番３号 4,949 4.40

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 4,805 4.28

株式会社横浜銀行 横浜市西区みなとみらい三丁目１番１号 4,076 3.63

オカムラ協力会持株会 横浜市西区北幸一丁目４番１号 3,692 3.29

計 ― 54,763 48.73
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成27年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)
普通株式

2,062,900

― ―

(相互保有株式)
普通株式

416,000

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式
109,825,500

1,098,255 ―

単元未満株式 普通株式
87,130

― ―

発行済株式総数 112,391,530 ― ―

総株主の議決権 ― 1,098,255 ―
 

　
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、株式会社清和ビジネスの相互保有株式85株(持株会名義分を含む)、株

式会社朝日相扶製作所の相互保有株式79株(持株会名義分を含む)、株式会社ユーテックの相互保有株式41

株(持株会名義分を含む)及び当社所有の自己株式4株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

平成27年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有

株式数の割合(％)

(自己保有株式)      

株式会社岡村製作所
横浜市西区北幸二丁目７番
18号

2,062,900 ― 2,062,900 1.8

(相互保有株式)      

株式会社清和ビジネス
東京都中央区日本橋室町
四丁目３番18号

158,300 125,000 283,300 0.3

株式会社朝日相扶製作所
山形県西村山郡朝日町
大字宮宿600番地15

2,000 79,100 81,100 0.1

株式会社ユーテック
東京都千代田区五番町
14番地１

 51,600 51,600 0.0

合計 ― 2,223,200 255,700 2,478,900 2.2
 

　
(注) １ 株式会社清和ビジネスは、当社の取引会社で構成される持株会(オカムラディーラー共栄会　神奈川県

横浜市西区北幸一丁目４番１号)に加入しており、同持株会名義で当社株式125,075株を保有しておりま

す。

２ 株式会社朝日相扶製作所は、当社の取引会社で構成される持株会(オカムラ協力会持株会　神奈川県横

浜市西区北幸一丁目４番１号)に加入しており、同持株会名義で当社株式79,179株を所有しておりま

す。

３ 株式会社ユーテックは、当社の取引会社で構成される持株会(オカムラ協力会持株会　神奈川県横浜市

西区北幸一丁目４番１号)に加入しており、同持株会名義で当社株式51,641株を所有しております。

 

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１  四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

２  監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（平成27年７月１日から平成

27年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成27年４月１日から平成27年９月30日まで）に係る四半期連結

財務諸表について、有限責任あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

(1)【四半期連結貸借対照表】

           (単位：百万円)

          
前連結会計年度

(平成27年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成27年９月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 24,021 30,365

  受取手形及び売掛金 60,898 49,643

  有価証券 21 521

  商品及び製品 10,163 10,212

  仕掛品 1,625 1,564

  原材料及び貯蔵品 3,954 4,211

  その他 4,592 3,838

  貸倒引当金 △30 △121

  流動資産合計 105,247 100,236

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 15,380 15,034

   土地 23,522 23,522

   その他（純額） 11,333 11,789

   有形固定資産合計 50,237 50,346

  無形固定資産   

   のれん 401 280

   その他 4,645 4,914

   無形固定資産合計 5,046 5,194

  投資その他の資産   

   投資有価証券 32,773 30,907

   その他 14,182 14,469

   貸倒引当金 △98 △92

   投資その他の資産合計 46,856 45,284

  固定資産合計 102,140 100,825

 資産合計 207,387 201,062
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           (単位：百万円)

          
前連結会計年度

(平成27年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成27年９月30日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 34,209 26,081

  電子記録債務 11,123 15,136

  短期借入金 6,102 6,565

  1年内返済予定の長期借入金 3,126 2,896

  未払法人税等 2,311 1,449

  賞与引当金 3,250 2,282

  その他 5,793 4,229

  流動負債合計 65,919 58,642

 固定負債   

  社債 10,000 10,000

  長期借入金 5,059 5,049

  退職給付に係る負債 13,701 14,211

  その他 9,162 8,382

  固定負債合計 37,923 37,644

 負債合計 103,843 96,286

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 18,670 18,670

  資本剰余金 16,759 16,759

  利益剰余金 58,365 60,657

  自己株式 △2,413 △2,417

  株主資本合計 91,382 93,669

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 10,308 9,364

  為替換算調整勘定 522 535

  退職給付に係る調整累計額 965 842

  その他の包括利益累計額合計 11,796 10,743

 非支配株主持分 366 362

 純資産合計 103,544 104,775

負債純資産合計 207,387 201,062
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

売上高 100,610 112,114

売上原価 70,545 79,041

売上総利益 30,064 33,072

販売費及び一般管理費   

 荷造運搬費 4,056 4,718

 給料及び手当 8,729 9,145

 賞与引当金繰入額 1,417 1,517

 賃借料 3,250 3,475

 その他 9,257 9,641

 販売費及び一般管理費合計 26,711 28,498

営業利益 3,353 4,574

営業外収益   

 受取利息 9 11

 受取配当金 285 279

 持分法による投資利益 78 71

 その他 497 382

 営業外収益合計 871 745

営業外費用   

 支払利息 157 149

 その他 94 100

 営業外費用合計 251 250

経常利益 3,973 5,069

特別利益   

 投資有価証券売却益 - 1

 ゴルフ会員権売却益 54 -

 特別利益合計 54 1

特別損失   

 ゴルフ会員権評価損 0 0

 特別損失合計 0 0

税金等調整前四半期純利益 4,027 5,071

法人税、住民税及び事業税 961 1,404

法人税等調整額 478 443

法人税等合計 1,440 1,848

四半期純利益 2,586 3,222

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △31 △6

親会社株主に帰属する四半期純利益 2,618 3,229
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【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

四半期純利益 2,586 3,222

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 1,548 △974

 為替換算調整勘定 △102 31

 退職給付に係る調整額 △51 △122

 持分法適用会社に対する持分相当額 △22 15

 その他の包括利益合計 1,371 △1,050

四半期包括利益 3,957 2,172

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 4,002 2,176

 非支配株主に係る四半期包括利益 △44 △3
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：百万円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税金等調整前四半期純利益 4,027 5,071

 減価償却費 2,215 1,942

 持分法による投資損益（△は益） △78 △71

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △5 84

 賞与引当金の増減額（△は減少） △1,084 △968

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 290 168

 受取利息及び受取配当金 △295 △290

 支払利息 157 149

 投資有価証券売却損益（△は益） - △1

 売上債権の増減額（△は増加） 8,674 11,255

 たな卸資産の増減額（△は増加） △973 △247

 仕入債務の増減額（△は減少） △6,265 △4,059

 未払消費税等の増減額（△は減少） 269 △591

 その他 △958 △620

 小計 5,972 11,821

 利息及び配当金の受取額 325 285

 利息の支払額 △141 △136

 法人税等の支払額 △4,038 △2,202

 営業活動によるキャッシュ・フロー 2,118 9,767

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 定期預金の預入による支出 △1,684 △1,072

 定期預金の払戻による収入 1,174 800

 有形固定資産の取得による支出 △2,526 △1,691

 無形固定資産の取得による支出 △417 △662

 投資有価証券の取得による支出 △541 △3

 投資有価証券の売却及び償還による収入 303 5

 その他 △314 △191

 投資活動によるキャッシュ・フロー △4,006 △2,815

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入金の純増減額（△は減少） △86 453

 長期借入れによる収入 - 950

 長期借入金の返済による支出 △452 △1,193

 自己株式の取得による支出 △2 △1

 配当金の支払額 △1,101 △937

 その他 △53 △180

 財務活動によるキャッシュ・フロー △1,697 △909

現金及び現金同等物に係る換算差額 △72 24

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,658 6,067

現金及び現金同等物の期首残高 24,909 22,808

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  21,251 ※1  28,875
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【注記事項】

(会計方針の変更等)

(会計方針の変更)

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日）、「連結財務諸表に関する会計基

準」（企業会計基準第22号　平成25年９月13日）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号　平

成25年９月13日）等を第１四半期連結会計期間から適用し、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非

支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第２四半期連結累計期間及

び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

 
(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)

当社及び国内連結子会社は、有形固定資産（リース資産を除く）の減価償却の方法について、従来、主として定

率法を採用しておりましたが、第１四半期連結会計期間より定額法に変更しております。

この変更は、当社グループが実施した中長期的な収益基盤構築のための国内での主要な設備投資が前連結会計年

度までに概ね完了し、これらの設備は当連結会計年度から本格的な稼働を開始し、かつ長期安定的な稼働が予定さ

れていることから、より適切な原価管理を行うために、有形固定資産の減価償却方法を定額法に変更することが経

営実態をより適切に反映できるものと判断したためであります。

この変更にともない、従来の方法によった場合に比べ、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税

金等調整前四半期純利益がそれぞれ556百万円増加しております。

　なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
　

 
前第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年９月30日)

現金及び預金勘定 23,397百万円 30,365百万円

預入期間が３ヶ月を超える
定期預金

△2,167 △1,511

取得日から３ヶ月以内に償還期限
の到来する短期投資(有価証券)

21 21

現金及び現金同等物 21,251百万円 28,875百万円
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(株主資本等関係)

前第２四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26年９月30日)

１ 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年６月27日
定時株主総会

普通株式 1,103 10.00 平成26年３月31日 平成26年６月30日 利益剰余金
 

　

２ 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発生日

が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年10月15日
取締役会

普通株式 937 8.50 平成26年９月30日 平成26年12月10日 利益剰余金
 

　
当第２四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日)

１ 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成27年６月26日
定時株主総会

普通株式 937 8.50 平成27年３月31日 平成27年６月29日 利益剰余金
 

　
２ 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発生日

が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成27年10月21日
取締役会

普通株式 1,103 10.00 平成27年９月30日 平成27年12月10日 利益剰余金
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

　

 前第２四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26年９月30日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

    (単位：百万円)

 

報告セグメント
その他
（注１)

合計 調整額

四半期連結
損益計算書
計上額
(注２）

オフィス
環境事業

商環境
事業

計

売上高        

外部顧客への売上高 51,327 42,942 94,269 6,340 100,610 ― 100,610

セグメント間の内部売
上高又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 51,327 42,942 94,269 6,340 100,610 ― 100,610

セグメント利益
又は損失（△）

1,882 1,581 3,463 △109 3,353 ― 3,353
 

　
(注) １  「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、物流機器事業及び流体変速機事業

等を含んでおります。

２ セグメント利益又は損失（△）の合計は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

　

 当第２四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日)

１　報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

    (単位：百万円)

 

報告セグメント
その他
（注１)

合計 調整額

四半期連結
損益計算書
計上額
(注２）

オフィス
環境事業

商環境
事業

計

売上高        

外部顧客への売上高 54,999 49,894 104,893 7,221 112,114 ― 112,114

セグメント間の内部売
上高又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 54,999 49,894 104,893 7,221 112,114 ― 112,114

セグメント利益
又は損失（△）

2,891 1,962 4,853 △278 4,574 ― 4,574
 

　
(注) １  「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、物流機器事業及び流体変速機事業

等を含んでおります。

２ セグメント利益又は損失（△）の合計は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

　

２　報告セグメントの変更等に関する事項

　(有形固定資産の減価償却方法の変更)

会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更に記載のとおり、当社及び国内連結子会社は、

有形固定資産（リース資産を除く）の減価償却の方法について、従来、主として定率法を採用しておりました

が、第１四半期連結会計期間より定額法に変更しております。

この変更は、当社グループが実施した中長期的な収益基盤構築のための国内での主要な設備投資が前連結会計

年度までに概ね完了し、これらの設備は当連結会計年度から本格的な稼働を開始し、かつ長期安定的な稼働が予

定されていることから、より適切な原価管理を行うために、有形固定資産の減価償却方法を定額法に変更するこ

とが経営実態をより適切に反映できるものと判断したためであります。

この変更にともない、従来の方法によった場合に比べ、当第２四半期連結累計期間のセグメント利益が、「オ

フィス環境事業」で351百万円、「商環境事業」で160百万円それぞれ増加し、「その他」のセグメント損失が44

百万円減少しております。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎

項目
前第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年９月30日)

１株当たり四半期純利益金額(円) 23.77 29.32

(算定上の基礎)   

親会社株主に帰属する
四半期純利益金額(百万円)

2,618 3,229

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る親会社株主に帰属する
四半期純利益金額(百万円)

2,618 3,229

普通株式の期中平均株式数(千株) 110,169 110,161
 

　
(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

 

２ 【その他】

第81期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）中間配当については、平成27年10月21日開催の取締役会に

おいて、平成27年９月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、次のとおり中間

配当を行うことを決議いたしました。

①  配当金の総額 1,103百万円

②  １株当たりの金額 10円00銭

③  支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成27年12月10日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

 

 

平成27年11月13日

株式会社岡村製作所

取締役会  御中

有 限 責 任   あ ず さ 監 査 法 人
 

 

指定有限責任社員
 公認会計士   園 田 博 之   ㊞

業務執行社員
 

　

指定有限責任社員
 公認会計士   川 口 靖 仁   ㊞

業務執行社員
 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社岡村製

作所の平成27年４月１日から平成28年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成27年７月１日から

平成27年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成27年４月１日から平成27年９月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結

キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社岡村製作所及び連結子会社の平成27年９月30日現在の財

政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示し

ていないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

強調事項

会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更に記載されているとおり、会社及び国内連結子会社は

有形固定資産（リース資産を除く）の減価償却の方法について、従来、主として定率法を採用していたが、第１四半期

連結会計期間より定額法に変更している。

当該事項は当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。

　

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
 

 

※１　上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書

提出会社)が別途保管しております。

２　XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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